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「労務費に関する基準」は、技能労働者の処遇改善により建設業を持続可能なものとするため、適正な
水準の労務費（賃金の原資）が、公共工事・民間工事に関わらず、受発注者間、元請-下請間、下請間
のすべての段階の建設工事の請負契約において確保され、技能労働者に適正な賃金が支払われることを
目指すものである。

第２章 建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費

第１章 総論
（１）背景
（２）改正建設業法における処遇改善に係る措置
（３）労務費に関する基準の作成及び勧告に係る検討
①経緯
②労務費に関する基準の位置づけ

第３章 本基準の実効性を確保するための施策

第４章 その他

（１）基本的な考え方
①適正な労務費の水準
②個別の請負契約に当てはめる際の留意点

（２）職種分野別の基準値
①基準値の位置づけ
②基準値の定め方
③基準値の決定・公表と改定の手続き

（１）実効性確保策の全体像
（２）契約段階において適正な水準の労務費等を確保する
ための取組
①基本的な考え方
②労務費と併せて確保することが必要な経費の整理
③労務費等を内訳明示した見積書の提出の促進
④自主宣言制度による技能者の処遇改善を進める事業者の見える化
⑤建設業行政による基準を著しく下回る見積り・契約への指導監督

（３）支払段階において適正な水準の労務費・賃金を確保
するための取組
①基本的な考え方
②契約当事者によるコミットメント制度を通じた適正な支払い担保
③技能者通報制度による適正でない賃金支払いの情報提供
④国による労務費・賃金の支払い態様が悪質な事業者の見える化

（４）公共工事における上乗せの取組

（１）材料費の見積りに係る考え方
（２）基準の見直し
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公共工事設計労務単価水準

「労務費に関する基準」により、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて適正な労務費（賃金の原資）を
確保するとともに、「CCUSレベル別年収」による、個々の技能者の経験・技能に応じた適正な賃金の支払いを目指す。

発
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者

元
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適正労務費 適正労務費

技能者 (CCUSレベル4)

技能者 (CCUSレベル3)

技能者 (CCUSレベル2)

技能者 (CCUSレベル1)

労務費に関する基準で担保 CCUSレベル別年収を支払い

入口での取組（契約段階における実効性確保）
 労務費・必要経費等を明示した見積書の商慣行化に

よる適正な労務費の確保
 自主宣言制度(※)による適切に技能者を処遇する事業者の

見える化・優先選定 等

出口での取組（労務費・賃金の支払いの実効性確保）
 CCUSレベル別年収の支払いの推進
 契約当事者によるコミットメント制度(※)の活用を
通じた適正な労務費・賃金支払いの確認 等

公共工事における上乗せ的な取組（公共発注者による実効性確保）
 労務費ダンピング調査の実施 総労働時間を把握するための取組の実施 等

実効性を確保

・ 賃金を原資とする低価格競争が行われる状況を変革し、技能者の処遇が確保された上での価格や、生産性の高さを競う健全な競争環境を実現し、
技能者の処遇改善に取り組む事業者が競争上不利にならないようにする。
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職種分野ごとに
職種別意見交換を経て
基準の具体値を設定

労務費等を内訳明示した見積書

適正な支払い

技
能
労
働
者

適正賃金

※改正建設業法の処遇改善に係る努力義務の実践、CCUSの活用、取引時における宣言企業
の優先選定を行う事業者を見える化し、インセンティブを付与する制度

※請負契約において労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項
を設け、注文者が受注者の労務費・賃金支払の状況等を確認できることとする制度


